
    

    

本大会本大会本大会本大会におけるにおけるにおけるにおける補償補償補償補償制度制度制度制度のごのごのごのご案内案内案内案内    

 
＊本補償制度は、エース損害保険株式会社の「団体総合補償制度費用保険・行事参加者補償制度費用保険特約（ＷＩＺ）」により運営しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補償内容補償内容補償内容補償内容    

補償対象範囲 補償金額 

 傷害事故 ２００万円 
災害死亡補償金 

特定疾病 ２００万円 

傷害事故 最高２００万円 
後遺障害補償金 

特定疾病 最高２００万円 

傷害事故 ３,０００円    （１８０日以内） 入 院 日 額 

（1日あたり） 特定疾病 ３,０００円    （１８０日以内） 

傷害事故 ２,０００円    （９０日以内） 

お
ケ
ガ
等
の
補
償 

療養補償金 
通 院 日 額 

（1日あたり) 特定疾病 ２,０００円    （９０日以内） 

  

 
 

                    ＜＜＜＜補償金お支払い事例＞                                                                        ＜補償金をお支払いできない主な事例＞＞＞＞        

 

    

    

    

    

大会開催管理下中における様々なケガ、特定疾病に備える災害補償制度です。災害補償制度は、主催者の作成、保管する 

名簿に記載された参加者のケガと特定疾病※を補償します。 

※ 特定疾病とは以下の病気をいいます。 急性虚血性心疾患（いわゆる心筋梗塞）、急性心不全等の急性心疾患 /  

くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患 / 気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患 / 細菌性食中毒 /  

日射病および熱射病等の熱中症 / 低体温症 / 脱水症 

本大会における補償制度とは・・・ 

１） 大会参加中滑って、手首を捻挫し通院した。                     １）  石につまずき、自分の眼鏡が壊れてしまった。   

２） 大会参加中、熱中症で倒れ病院へ運ばれた。                    ２）  疲労骨折で、通院した。 

３） 自宅からの往復中に転倒し足を捻挫し通院した。                  ３）  本大会の直前 12 ヶ月以内に医師の治療を受けており、 

                      治療のために医師の処方に基づく服薬していた疾病 

                          （病気）と因果関係がある疾病(病気)を発症した。 

          

往復途上の対象は、参加する意思を持って主催者が指定する場所へ集合するために住居を出発してから住居に帰着するまでを

いいます。(往復に要する通常の経路を逸脱または中断した場合には、対象になりません。)現地に宿泊（ホテル等）したときは、宿

泊先からの往復となります。従いまして、自宅内での事故等は対象になりませんので、ご注意下さい。詳細につきましては事務代

行会社までお問い合わせ下さい。 

上記記載の入院、通院とも１日目から補償金支払いの対象となります。 

 

＊＊＊＊保険期間保険期間保険期間保険期間            本大会開始本大会開始本大会開始本大会開始からからからから終了終了終了終了までまでまでまで    
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